
相談内容 相談場所 電話 相談日時等

● 思春期の悩み、不妊・不育に関する相談は
思春期特有のこころと体の変化につい
て（電話相談）

不妊・不育に関する相談

● 妊娠・出産・子育てに関する相談は

妊娠・出産・子育てについて
保健所・保健センター
こども保健課

３９－９１６０
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
　来所相談可

● 子どもや若者に関する相談は

虐待・子育て・若者の自立相談
こども若者支援センター
「ココエール」

５４－７８３０
こども専用ダイヤル
　0800-200-7832
　（県内無料）

毎週月～金曜日　午前９時～午後７時
毎週土・日曜日　午前９時～午後５時
　電話相談　面接相談

● 日常生活の経済的な問題や悩み事、ひとり親家庭の相談は

日常生活の経済的な問題 市役所生活福祉課 ５１－２３１３
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
　電話相談可

豊橋市社会福祉協議会（総合
福祉センター　あいトピア）

５２－１１１１ 毎週火曜日　午後１時～４時　電話相談可

（つつじが丘地域福祉センター） ６４－４５１０ 毎週水曜日　　　　　　〃　　　　　　〃

（大清水地域福祉センター） ２５－６１４１ 毎週木曜日　　　　　　〃　　　　　　〃

（牟呂地域福祉センター） ３１－８８８５ 毎週金曜日　　　　　　〃　　　　　　〃

ひとり親家庭等の相談・支援（就労支
援、自立支援等）に関すること

市役所子育て支援課 ５１－２３２０
毎週月～金曜日　午前１０時～午後４時
　電話相談可

● 女性の悩みごとやDVの相談は

女性の悩みごと（電話） 女性相談室 ３３－3098

①電話相談：毎週月～土曜日　　午前９時～午後３時
②面接相談（要予約）：毎月第２、第４金曜日
　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分、２時４０分（予約制）
　　　　　　　　　　　　　（予約受付時間は、上記電話相談と同じ）
①②ともに祝日を除く

女性自身やその家族の法律に関する
相談

豊橋市男女共同参画センター ３３－２８２２ 奇数月第３金曜日　午後１時３０分～３時３０分（予約制）　詳細は広報とよはしに随時掲載

DVに関すること 豊橋市DV相談窓口 ３３－９９８０

①ＤV電話相談：毎週月～金曜日　　午前９時～午後３時
②DV面接相談（要予約）：毎週火・水・木曜日
　　　　　　　　　　　　　　　　　午前９時３０分～午後３時３０分
　　　　　　　　　　　（予約受付時間は、上記DV電話相談と同じ）
①②ともに祝日を除く

● 福祉全般や成年後見制度の相談は

福祉関係の一般相談
豊橋市社会福祉協議会（総合
福祉センターあいトピア内）

５４－０２９４
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
　電話相談可

成年後見制度に関する相談
豊橋市社会福祉協議会成年後
見支援センター（総合福祉セン
ターあいトピア内）

５７－６８００ 〃

● 外国人の方の相談は

（外国人）市政全般・日常生活で生じる
問題など

市役所多文化共生・国際課
５４－８２０５
５１－２０６７

・ポルトガル語　毎週月～金曜日　午前９時～５時
・英語　毎週月～金曜日　午前９時～正午、午後１時～５時
・タガログ語　毎週月～金曜日　午前１０時～正午、午後１時～４時
・ベトナム語　毎週火・木曜日　午前９時３０分～正午、午後１時～午後３時３０分
・インドネシア語　毎週水・金曜日　午前９時３０分～正午、午後１時～午後２時３０分
　いずれも電話相談可
  その他の言語及び相談員の不在時は、音声通訳機または電話通訳を介した相談可

（外国人）日常生活などの身近な相談 豊橋市国際交流協会

０８０－３６３５-０７８３
(ポルトガル語)
０９０－１８６０-０７８３
(英語、タガログ語、ベ
トナム語ほか）

相談委員による母語対応（来会、電話可）
・ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語：午前９時～午後５時
・その他の言語及び相談員の不在時は、音声通訳機または電話通訳を介した相談可

● 生活資金の相談は

暮らしの生活資金問題
豊橋市社会福祉協議会（総合
福祉センターあいトピア内）

５４－０２９４
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
　電話相談可

● 福祉関係の仕事などの相談は

福祉の仕事や資格についての相談
豊橋市社会福祉協議会（総合
福祉センターあいトピア内）

５２－１１１１
毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
　電話相談可

● その他の相談は
LGBT等性的マイノリティのための面接
相談

市内公共施設 ５１－２１８８
予約制
相談員と日時調整

相談日時等について
※公共機関・施設の閉庁日にあたる１２月２９日～翌年１月３日は該当しません。
※相談日が祝日と重なった場合は、各相談を主催する機関へお問い合わせください。
※相談を主催する機関の都合により、変更になる場合がありますのでご了承ください。

相談窓口のご案内

生活のことや経済的なことなど、お困りなことがありましたら、以下の相談窓口をご利用ください

日常生活の悩みごと

保健所・保健センター
こども保健課

３９－９１６０ 毎週月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分


